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汐
修
ゐ
奪
長
履
祐
％
身
孫
琢
4
ψ
房
す

　　

@　
@契

偏
外
一
父
部
山
奉
天
特
涯
一
父
渉
昌
（
』
圏
四
癌
…
浦
…
ハ
‥
果
一
二
公
目
巡
…
閲
使
奉
天
督
一
ぷ
↑
寮
挙
官
一
長
．
張
作
磁
林
ノ

委
任
ヲ
受
ケ
H
商
飯
飼
延
太
郎
ト
弓
張
嶺
鉄
頒
ヲ
合
牙
開
保
ス
ル
カ
為
メ
其
契
約

ヲ
議
定
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

中
華
民
国
奉
天
省
（
以
下
甲
ト
称
ス
）
　
ハ
日
本
国
商
人
飯
田
延
太
郎
（
以
下
乙
ト

称
ス
）
ト
共
河
出
資
ノ
下
二
中
日
官
商
合
辮
弓
張
領
鉄
鑛
無
限
公
司
ヲ
設
立
シ
奉

天
省
遼
陽
縣
弓
張
嶺
、
鑛
石
嶺
、
興
隆
守
、
大
立
子
、
黄
泥
溝
、
黄
泥
溝
山
南
披

等
三
鑛
遍
ノ
鉄
繊
ヲ
探
掘
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
双
方
ノ
同
意
ヲ
縫
テ
条
項
ヲ
議
定
ス

ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

第
一
条
　
　
本
公
司
ハ
中
日
官
商
合
辮
弓
張
嶺
鉄
繊
無
限
公
司
ト
称
シ
専
ラ
鉄
鑛
ヲ

　
榛
休
掘
シ
及
ヒ
其
附
属
事
業
ヲ
経
一
営
ス
ル
ヲ
目
的
ト
シ
…
製
鉄
其
他
ノ
事
業
ヲ
〔
兼
営

　
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
本
・
公
司
ハ
本
店
ヲ
奉
天
二
置
キ
出
張
所
ヲ
遼
楊
若
ク
ハ
橋
頭

　
二
置
ク
モ
ノ
ト
ス
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第
二
条
　
本
公
司
ハ
中
華
民
国
法
律
上
富
然
行
フ
ヘ
キ
手
続
ハ
現
行
鑓
業
条
例
及

　
甘
穴
他
関
係
諸
法
令
ヲ
按
照
シ
テ
端
…
裡
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

本
公
司
納
入
ノ
鑓
遍
税
、
破
産
税
等
ハ
冨
該
規
定
二
ロ
フ
シ
テ
完
納
シ
又
磯
石

　
ヲ
海
外
二
楡
出
ス
ル
ト
キ
ハ
条
約
上
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
ノ
外
ハ
海
関
税
則
二

　
照
ラ
シ
テ
一
珊
堤
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条
本
公
司
ノ
鐘
瞳
ハ
弓
張
嶺
二
千
零
＋
七
畝
九
分
一
厘
、
積
石
嶺
、
興
隆

　
寺
・
×
立
子
、
小
立
子
等
処
二
千
四
百
八
＋
二
畝
七
分
二
厘
及
黄
泥
溝
、
莚

　
≠
山
南
披
等
処
一
千
一
百
六
十
九
畝
九
分
一
厘
ノ
三
確
匝
ヲ
以
テ
限
ト
ナ
ス

　
但
シ
本
磯
匿
ノ
面
積
ハ
見
取
図
二
依
リ
テ
算
出
セ
ル
モ
・
ナ
ル
ニ
依
リ
本
契
約

　
批
准
ノ
後
甲
乙
両
方
ヨ
リ
委
員
ヲ
派
シ
テ
詳
細
測
量
ノ
上
詳
細
ナ
ル
図
面
ヲ
公

　
司
二
交
附
セ
ラ
レ
タ
ル
上
開
探
二
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
　
本
公
司
投
資
ノ
方
法
ハ
権
利
株
ト
現
金
株
ト
ヲ
以
テ
シ
次
ノ
方
法
二
依

　
リ
テ
負
担
ス
甲
方
ハ
権
利
（
前
条
第
一
項
弓
張
嶺
竺
二
処
ノ
破
業
権
）
ヲ
資
本

　
二
充
テ
現
金
ヲ
投
資
セ
ス
乙
方
ハ
現
金
ヲ
調
達
シ
テ
資
本
ト
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
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前
項
資
本
分
配
ノ
方
法
ハ
四
ト
六
ト
ノ
比
例
ニ
シ
テ
甲
方
ハ
権
利
株
四
割
ヲ
投

　
シ
乙
方
ハ
現
金
株
六
割
ヲ
投
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
現
在
公
司
ノ
資
本
総
額
ヲ
日
金
衰

　
百
万
国
ト
シ
全
数
乙
方
ヨ
リ
投
入
シ
其
内
六
拾
万
囚
ヲ
以
テ
乙
方
／
投
入
資
本

　
ト
シ
四
拾
万
国
ヲ
以
テ
甲
方
ノ
投
入
資
本
ト
ナ
ス
以
後
企
業
上
ノ
必
要
二
雇
シ

　
増
資
ス
ル
場
合
二
於
ケ
ル
甲
方
権
利
株
ハ
以
上
ノ
比
例
二
照
ラ
シ
テ
分
配
ス
ル

　
モ
　
ノ
ト
ス

　
本
公
司
ハ
事
変
二
依
リ
中
途
営
業
ヲ
停
止
シ
或
ハ
期
限
満
了
公
司
ノ
鮮
散
ス
ル

　
時
ハ
乙
方
力
甲
方
二
代
リ
テ
投
入
セ
ル
貸
本
金
ハ
乙
方
二
岡
牧
シ
甲
方
投
入
ノ

　
破
業
権
モ
亦
伺
時
二
甲
方
二
周
枚
シ
全
部
其
所
有
二
帰
ス

第
五
条
　
本
公
司
ノ
企
業
資
本
二
前
条
ノ
規
定
二
依
リ
乙
方
二
於
テ
調
達
ヲ
承
諾

　
セ
ル
現
金
ハ
営
当
茉
ノ
需
∵
妥
二
「
膿
…
シ
ニ
圓
若
ク
ハ
＝
一
凋
二
分
チ
テ
支
出
ス
ル
モ
妨

　
ケ
　
ス
唯
　
タ
支
…
鯛
ノ
時
　
ハ
　
督
工
撒
　
二
　
報
告
　
シ
審
査
　
ヲ
緑
一
テ
］
撒
商
部
　
二
　
却
報
告
　
ス
　
ル
　
モ
　
ノ

　
ト
ス

第
六
条
　
本
公
司
二
左
ノ
役
員
ヲ
…
直
キ
肱
兼
務
ヲ
執
行
ス

　
督
辮
一
人
甲
方
ヨ
リ
派
定
ス

f

ノ
μ

　
　
∀
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総
辮
二
人
甲
乙
両
方
ヨ
リ
各
一
人
ヲ
娠
定
ス

　
監
事
二
人
甲
乙
両
方
ヨ
リ
各
一
人
ヲ
涙
定
ス

　
其
他
必
要
ノ
職
員
ハ
業
務
ノ
繁
閑
二
依
リ
之
ヲ
定
メ
甲
乙
両
方
ノ
総
鎌
協
議
ノ

　
上
雫
均
任
用
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
本
公
司
所
用
ノ
人
夫
ハ
中
華
民
国
人
民
ヲ
便
用
ス

　
ル
モ
ノ
ト
ス
其
保
護
取
締
等
ノ
妻
亙
ハ
概
シ
テ
甲
方
ヨ
リ
辮
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
条
　
本
公
司
探
掘
ス
ル
所
ノ
鑛
石
ニ
シ
テ
若
シ
中
華
民
国
政
府
二
於
テ
購
員

　
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
迎
ト
同
一
偵
格
ノ
下
二
先
ツ
之
ヲ
中
華
民
国
政
府
二
提
洪
ス

　
ル
モ
ノ
ト
ス
又
外
人
二
實
ぱ
ス
場
合
ハ
其
實
貰
契
約
ヲ
主
管
官
、
臆
ヲ
経
テ
農
商

　
部
二
一
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
条
　
確
厄
匹
内
ノ
民
地
ハ
一
時
二
㎏
貝
牧
又
ハ
租
ユ
惜
ス
ル
モ
ノ
ト
・
ス
八
本
司
ハ
‥
村
長

　
地
主
等
ト
公
干
二
協
議
シ
時
下
二
按
照
シ
テ
相
當
ノ
代
償
ヲ
支
佛
ヒ
官
地
ナ
ル

　
ト
キ
ハ
當
該
官
嶋
ト
協
・
商
シ
テ
無
代
ニ
テ
租
借
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
九
条
　
備
逼
内
二
於
ケ
ル
墳
墓
廟
宇
房
庄
井
柵
等
ハ
公
干
二
評
償
シ
テ
租
借
又

　
ハ
貰
牧
シ
若
シ
墳
墓
ヲ
移
縛
シ
或
ハ
家
逼
ヲ
破
、
裟
ス
ル
等
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ハ

　
當
該
地
方
官
二
申
請
シ
テ
相
當
ノ
移
縛
料
若
ク
ハ
賠
償
金
ヲ
支
擁
フ
モ
ノ
ト
ス
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第
十
条
　
本
公
司
‥
母
年
年
末
二
於
テ
波
支
決
算
ヲ
ナ
シ
利
益
金
ハ
沓
ハ
本
ニ
工
到
ス
ル

　
年
八
分
ノ
利
子
ヲ
支
沸
ヒ
タ
ル
残
額
ノ
一
割
ヲ
積
立
金
二
又
一
割
ヲ
職
員
ノ
賞

　
与
金
二
允
テ
之
ヲ
拍
除
シ
其
残
額
ヲ
純
益
ト
見
倣
シ
其
四
割
ヲ
甲
方
ノ
利
得
ト

　
シ
六
劃
ヲ
乙
方
ノ
利
得
ト
ス

　
但
シ
甲
方
利
得
ノ
内
ヨ
リ
宇
数
ヲ
農
商
部
二
交
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
磧
立
金
ノ
利

　
息
ハ
分
配
ス
ル
ヲ
得
‥
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
条
　
本
公
司
ハ
礪
産
物
ヲ
運
輪
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
確
逼
所
在
地
ヨ
リ
蓮
破

　
鉄
道
ヲ
築
造
シ
南
満
鉄
道
本
線
或
支
線
ト
相
聯
絡
セ
シ
ム
之
力
詳
細
ノ
辮
法
ハ

　
双
方
協
議
ノ
上
別
二
之
ヲ
定
ム

第
十
一
一
条
　

本
公
司
ノ
土
倣
匿
二
‥
連
接
ス
ル
｝
臓
㎡
匝
ハ
本
公
司
ノ
利
益
ヲ
保
護
ス
ル
為

　
メ
農
商
部
二
呈
．
請
シ
テ
本
公
司
ノ
確
遍
範
囲
内
二
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
第

　
三
者
ノ
権
利
ヲ
妨
ケ
サ
ル
ヲ
以
テ
限
度
ト
ス

第
十
三
条
　
本
公
司
ハ
囲
業
ノ
日
ヨ
リ
六
ケ
月
毎
二
営
業
報
告
及
損
益
計
埠
書
ヲ

　
作
製
シ
農
商
部
及
奉
天
省
長
公
署
二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
条
　
本
契
約
成
立
後
三
箇
月
以
内
二
於
テ
公
司
章
程
ヲ
作
製
シ
探
磯
工
事

　
二
着
手
シ
開
業
ノ
準
偏
ヲ
実
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
若
シ
契
約
波
立
後
一
年
ヲ
、
旭
ユ
ル
モ
工
事
ヲ
開
始
セ
ス
或
ハ
中
途
一
年
以
上
工

　
事
ヲ
停
止
ス
ル
カ
或
ハ
乙
方
甲
方
ノ
同
意
ヲ
得
ス
本
契
約
上
既
得
ノ
権
利
ヲ
檀

　
二
他
人
二
籠
移
縛
シ
タ
ル
一
時
ハ
本
」
契
約
ヲ
一
廃
莱
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
条
　
本
公
司
ノ
営
業
年
限
ヲ
六
十
箇
年
ト
定
メ
期
間
満
了
後
双
方
協
議
ノ

　
上
本
契
約
ヲ
続
訂
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
本
契
約
ヲ
続
訂
セ
サ
ル
時
ハ
公
司
ノ
所

　
有
財
産
ハ
凡
テ
公
干
二
評
偵
シ
タ
ル
上
之
ヲ
責
却
シ
責
却
代
金
及
積
立
金
ハ
甲

　
乙
両
方
術
ホ
四
ト
六
ノ
剖
二
分
配
シ
本
公
司
ハ
即
時
鮮
散
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
条
　
本
契
約
ハ
中
日
両
国
ノ
文
字
ヲ
以
テ
五
通
ヲ
作
製
シ
當
事
者
香
レ
宴
通

　
ヲ
所
持
シ
其
他
参
通
ハ
農
商
部
、
北
京
日
本
首
国
公
使
舘
及
奉
大
日
本
帝
迫
総

　
領
事
舘
二
各
七
豆
辿
ヲ
旭
出
直
ク
モ
ノ
ト
ス
本
契
約
鮮
釈
上
疑
義
ヲ
発
生
ス
ル
時

　
ハ
中
国
一
文
ノ
契
∵
約
ヲ
以
テ
慈
拠
ト
ス

　
　
附
　
約

原
契
約
周
虞
新
二
封
ス
ル
一
切
ノ
糾
葛
ハ
弓
方
ヨ
リ
責
任
ヲ
以
テ
適
宜
処
置
シ
甲

方
ノ
利
益
二
影
〔
榔
ヲ
及
ホ
サ
∨
ル
モ
ノ
ト
ス
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大
正
七
年
十
二
月
二
十
二
日

中
華
民
国
七
年
十
二
月
二
十
二
日

在
奉
天
総
頑
事

　
　
亦
　

塚
　
　
正

外
交
部
特
旗
奉
天
交
渉
員

　
関
　
　
海

飯
田
延
太
郎
代
表

　
野
　

口
　
　
多

助
　
飼

清
　
飼

内
　
詞
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